
平成３０年１０月２６日
堺市 建設局 自転車まちづくり部
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H25. 6 堺市自転車利用環境計画の策定

H26. 6 堺市自転車のまちづくり推進条例の制定 〈H26.10施行 〉

H27. 4 自転車まちづくり推進室から自転車まちづくり部に組織改正

１ 堺市の自転車のまちづくりの取組

◆建設局 自転車まちづくり部

○自転車企画推進課

・堺市自転車のまちづくり推進条例
・市民協働による自転車のまちづくりの取組
・ コミュニティサイクル事業
・交通安全普及啓発

○自転車環境整備課

・自転車通行環境及び駐輪場整備

○自転車対策事務所

・放置自転車対策
・駐輪場管理運営 （Ｈ２３年に指定管理移行）



２ 堺市自転車利用環境計画 ＜平成25年6月策定＞

４つの柱

「自転車のまち 堺」の飛躍 ～自転車を利用しやすいまち～

・自転車の利用を促進…自転車の利用割合を24%から30％まで増加
・自転車が関与する事故を減少…自転車関連事故件数1,582件から20％削減
・自転車利用に関する市民満足度を向上…市民満足度を50％以上

計画期間 平成25年度～平成34年度

３つの目標＜ １０年後＞

市民が自転車を大切に扱い、市民・事業者及び行政が協働して、交通
ルールの遵守・マナーの向上を図るとともに、安全で安心して、そして楽
しく利用することができる自転車のまちづくりを進めます。

基本理念

2

まもる
安全利用

はしる
通行環境

とめる
駐輪環境

つかう
利用促進

▼ 堺市自転車利用環境計画 イメージ図



◎市民が自転車を大切に扱い、

市民・事業者及び行政が協働して、
交通ルールの遵守・マナーの向上
を図るとともに、安全で安心して、

そして、

楽 し く、利用することができる

自転車のまちづくりを進めます。
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◆ 参加申込用紙
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◆ 参加申込用紙





フォーラムにて 散走コース作り

ショートスピーチに共感した人が集まり
５つのコース作りを行いました。
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コースの実走
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◇ 堺少女歌劇団
「堺東商店街 自転車マナーアップガール」に就任！

12



◇ 堺東商店街自転車マナーアップキャンペーン (毎月８日）

13



。

14


